
令和７年度 秋の年次公開検証（秋のレビュー）

いじめ対策・不登校支援等総合推進事業

令和７年11月13日（木）11：00～12：15

文部科学省



専門家を活用した教育相談体制の整備・関係機関との連携強化等
11,467 百万円 ( 9,295 百万円 ) 【 補助事業 】

いじめ対策・不登校支援等に関する調査研究
254 百万円 ( 34 百万円 ) 【 委託事業 】

 医療及び学校現場の連携による自殺対策強化事業【新規 】
自殺リスクを抱えた児童生徒への早期対応を図るため、医療機関等と連携した
ガイドライン等を作成の上、教職員向けに研修動画などを作成し、学校現場へ
普及

 いじめ対応伴走支援チーム ( 仮称 ) のモデル構築推進事業
いじめ対策マイスターの枠組みを再構成。個別事案への対応や再発防止等へ
の支援に加え、SNSによるいじめや保護者との連携等に対応するため、専門家
からなる支援チームを教育委員会に設置

 いじめ未然防止教育推進事業
 不登校対策等の効果的な活用の促進に向けた調査研究
 経済的に困窮した家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援と学びの

充実に関する実証研究
 心理・福祉に関する教職員向けの研修プログラムの普及促進 
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いじめ・不登校等の未然防止等に向けた魅力ある
 学校づくりに関する調査研究

スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの
 常勤化に向けた調査研究

 SC・SSW の基盤となる配置に加えて、
  課題に応じた重点配置 ( 不登校・いじめ対策 )【 拡充 】
└ SC : 11,300 → 11,800 校、週 8 時間
└ SSW : 11,000 → 11,500 校、週 6 時間  など
 児童生徒への支援の質の向上のため、SC・SSWの処遇見直し
 SNS等を活用した教育相談体制の整備推進

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置充実

不登校児童生徒の学びの場の確保の推進
 校内教育支援センター支援員の配置【 拡充 】

校内教育支援センターを拠点に、学習支援・相談支援を行う支援員を配置するた
めの経費を補助 ( 2,000 校 → 5,000 校 )

 アウトリーチ支援や保護者支援等による教育支援センターの機能強化
【 拡充 】
不登校支援の一環として、不登校児童生徒等へのアウトリーチ支援を実施すると
ともに、保護者の会等と連携した支援等に係る経費を補助 
( アウトリーチ : 130 人 → 450 人、保護者支援 : 200 箇所→300 箇所)

 学びの多様化学校の設置促進【 拡充 】
( 設置準備 : 11→ 20 自治体、設置後運営 : 22 → 27 自治体 ）

事業概要
「いじめ対策・不登校支援等総合推進事業」の目的
専門家を活用した教育相談体制の整備や関係機関との連携強化等により、いじめの未然防止、早期発見・早期対応やいじめの重大事態の

再発防止を図り、児童生徒にとって安心安全な学校・学級となることを目指すとともに、不登校の傾向が見られる児童生徒への支援による
未然防止や不登校児童生徒に対する継続的な支援を行い、誰一人取り残されない学びの保障を実現する。

事業の概要 （参考）R8要求・要望額：118億円 ／ R7当初：94億円
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いじめの状況について（令和６年度） ［出典］令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省）

● 年度末時点でのいじめの状況について、解消しているものは585,349件（76.1％）。
▍ いじめの解消状況

① いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを
通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続してい
ること。この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめ
の被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、
この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断によ
り、より長期の期間を設定するものとする。

② 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童
生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害
児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか
を面談等により確認する。

「解消している」状態とは、
少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。
ただし、これらの要件が満たされる場合であっても、
必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。

● いじめの防止等のための基本的な方針

● 小・中・高等学校及び特別支援学校におけるいじめの認知件数は769,022件
（前年度732,568件）であり、前年度に比べ36,454件（5.0％）増加。

いじめの認知件数が多い学校については、
「いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向けた取組のスタートラインに
立っている」と極めて肯定的に評価している。

▍ いじめの認知件数

解消

76.1%

取組中

23.7%

全学校

※ 年度末現在の状況

● 重大事態の発生件数は、 1,405件（前年度1,306件）であり過去最多となったものの、前年度
からの増加率は7.6％（前年度42.1％）となり、前年度から低下。

● うち、いじめ防止対策推進法第28条第1項第1号に規定するものは768件（前年度648件）、
同項第2号に規定するものは897件（前年度864件）であった。

▍ いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する「重大事態」の発生件数

（件）
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※ 同法第28条第1項に規定する「重大事態」とは・・・
第1号「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」
第2号「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」

※ いじめ防止対策推進法第28条第1項において、学校の設置者又は学校は、重大事態に対処するために調査を行う
ものとすると規定されており、当該調査を行った件数を把握したもの。

※ 1件の重大事態が第1号及び第2号の両方に該当する場合は、それぞれの項目に計上されている。

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

発生件数 314 396 472 598 716 512 705 919 1,3061,405

1号重大事態 130 161 190 266 298 238 350 445 648 768

2号重大事態 219 281 330 420 513 345 428 616 864 897
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増加率
＋30.4％

＋42.1％

＋7.6％

増加率
＋10.8％

＋7.4％
＋5.0％

☞ いじめの重篤化を予防するには早期発見・早期対応が重要



● 小・中学校における不登校児童生徒数は353,970人（前年度
346,482人）と過去最多となり、12年連続で増加。

● 増加率は小学校5.6％（前年度24.0％）、中学校0.1％
（前年度11.4％）、小・中学校全体2.2％（前年度
15.9％）であり、前年度から低下。

▍ 不登校児童生徒数

（人）
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不登校の状況について（令和６年度） ［出典］令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省）

1

▍ 不登校児童生徒の欠席期間別人数

▍不登校児童生徒が学校内外の機関等で専門的な
 相談・指導等を受けた状況の推移

（人）

● 不登校児童生徒のうち、90日以上欠席した者は191,958人（54.2％）。

● 学校内外の機関等で専門的な相談･指導等を受けた不登校児童
生徒数は218,246人（前年度212,114人）で、不登校児童生
徒に占める割合は61.7％（前年度61.２％）。

☞ 誰一人取り残されない学びの保障に向けた取組が重要

増加率
＋22.1％

＋15.9％

＋2.2％

※ 下段は、各区分における
不登校児童生徒数に対する
割合。
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不登校の状況について（令和６年度） ［出典］令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省）

（人） （人）

● 不登校継続率は、小学校71.7％（前年度75.2％）、中学校
77.1％（前年度80.7％）であり、小・中学校ともに前年度から
低下。

▍ 不登校継続率
（注）前回調査で不登校に計上された児童生徒のうち、今回調査でも不登校に計上された児童生徒の割合。

小学校 中学校
(人) (人)

小学校 中学校
● 不登校児童生徒数のうち、新規不登校児童生徒数は、小学校で

70,419人（前年度74,447人）、中学校で83,409人（前年度
90,853人）であり、小・中学校ともに前年度から減少。

● 小・中学校合計の新規不登校児童生徒数は153,828人（前年
度165,300人）であり、9年ぶりに減少。

▍ 新規不登校児童生徒数
（注）前回調査では不登校に計上されていなかった者。



スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーについて
スクールカウンセラー（SC） スクールソーシャルワーカー（SSW）

法令上の位置づけ
学校教育法施行規則（平成29年4月1日施行）
（中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特
別支援学校に準用）

第65条の３
スクールカウンセラーは、小学校における児童の心理に関する支援に従事
する。

第65条の４
スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の福祉に関する
支援に従事する。

人材・資格 心理に関して専門的な知識・技術を有する者
（公認心理師、臨床心理士 等）

福祉に関して専門的な知識・技術を有する者
（社会福祉士、精神保健福祉士 等）

主な職務内容 ① 児童生徒へのカウンセリング
② 教職員に対する助言・研修
③ 保護者に対する助言・援助
④ ストレスチェックや授業観察等の予防的対応
⑤ 事件・事故等の緊急対応における児童生徒等の心のケア 等

① 貧困・虐待等の課題を抱える児童生徒と児童生徒が置かれた環境へ
の働きかけ

② 学校内におけるチーム支援体制の構築、複数の視点で検討できる
ケース会議とするための事前調整やケースのアセスメント及び課題解決
のプランニングへの支援

③ 関係機関とのネットワークの構築、連携・調整 等

予算措置上の考え方 ・基礎配置（全公立小中学校に週４時間）
・課題に応じた重点配置（週４時間を加算）

・基礎配置（全中学校区に週３時間）
・課題に応じた重点配置（週３時間を加算）

SC・SSWの具体の配置計画については、各自治体において地域の実情に応じて決
定しているところであり、以下のような配置形態により対応。

令和３年度行政改革推進会議等において、SC・SSWの効果的・効率的な配置を行う仕組みづくりが求められたこと
を踏まえ、各自治体において実情等を踏まえた「定量的な指標」及び「効果検証のための取組」を設定した上で事業を
実施しており、児童生徒の抱える課題の解決に向けた取組を促進している。

•効果的・効率的な配置に向けた
効果検証の実施

•効果検証の結果や各自治体の実情を
踏まえた配置計画の検討・見直し

•各学校等における相談対応など
計画に基づく事業の実施

•重点配置における定量的な指標を設定

•効果検証のための取組の計画 定量的な
指標の設
定

事業
実施

効果
検証の
実施

配置
計画の
改善

図：SC・SSWの配置形態について 5



スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの効果について
• ＳＣによる不登校に関する対応件数は 160,495件。このうち、ＳＣによ

る継続支援の対象とならなかった件数は 39,694件（24.7%）、継続
支援の対象となった件数は 120,801件（75.3%）となっている。

• ＳＣによる継続支援の対象とならなかった件数のうち、「課題が解決」又は
「解決はしていないが、好転」は67.4％となっており、早期発見・早期支援
に繋がった成果と考えられる。また、継続支援の対象となった件数について
も、「課題が解決」又は「支援中であるが、好転」が38.3％となっている。

• ＳＳＷの支援対象となった児童生徒の不登校に関する対応件数は 
97,864件。このうち、ＳＳＷによる継続支援の対象とならなかった件数は 
18,862件（19.3%）、継続支援の対象となった件数は 79,002件
（80.7%）となっている。

• ＳＳＷによる継続支援の対象とならなかった件数のうち、「課題が解決」
又は「解決はしていないが、好転」は64.8％となっており、早期発見・早期
支援に繋がった成果と考えられる。また、継続支援の対象となった件数につ
いても、「課題が解決」又は「支援中であるが、好転」が35.3％となってい
る。

スクールカウンセラー（SC） スクールソーシャルワーカー（SSW）
継
続
支
援
な
し
（
不
登
校
）
継
続
支
援
あ
り
（
不
登
校
）
配
置
状
況
別

心
理
的
ス
ト
レ
ス
の
状
況

※「スクールカウンセラー等活用事業」、「緊急スクールカウンセラー等活用事業」、「スクールソーシャルワーカー活用事業」に係る調査
教員勤務実態調査（令和4年度）【確定値】（概要） (mext.go.jp)、公立小学校・中学校教員勤務実態調査研究報告書 (mext.go.jp)、

課題が解決
8.6%

支援中であるが、
好転

29.7%

支援中
56.4%

その他
5.3%

課題が解決
28.6%

解決はしていないが、
好転

38.7%

その他
32.6%

課題が解決
6.9%

支援中であるが、
好転

28.5%

支援中
58.9%

その他
5.8%

課題が解決
16.0%

解決はしていないが、
好転

48.8%

その他
35.2%

※１ 「ストレス値」とは、抑うつなどの心理的ストレスを評
価する６つの設問への回答の合計の平均値（０
～24点）。点数が高くなるほど高ストレス状態。

※２ 令和４年度教員勤務実態調査（確定値）の
教諭（指導教諭及び主幹教諭）に係る集計値
である。

6.5 6.5
6.9

7.3

小学校 中学校

配置あり 配置なし

6.2

6.86.7

7.3

小学校 中学校
配置あり 配置なし

• 長期欠席者が１名以上いる学級の担任のうち、ＳＣが配置されている学
校の教諭は、配置されていない学校の教諭よりも、心理的ストレスの状況
が良い。

• 運営に困難をきたしている学級が１学級以上ある学校において、ＳＳＷ
が配置されている学校の教諭は、配置されていない学校の教諭よりも、心
理的ストレスの状況が良い。

120,801件
（75.3%）

79,002件
（80.7%）

39,694件
（24.7%）

18,862件
（19.3%）
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https://www.mext.go.jp/content/20240701-mxt_zaimu01-100003067-3.pdf


スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる関係機関との連携について
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①教育支援ｾﾝﾀｰ、学校等 ②児童相談所、要対協 ③その他首長部局等
（②を除く）

④警察等の刑事司法機関 ⑤病院等の医療機関 ⑥その他の専門的な関係機関 ⑦地域の人材や団体等

SC

SSW

64,856人
115,919人

ＳＣ又はＳＳＷの支援対象となった児童生徒について、学校が連携した主な関係機関

［出典］文部科学省調べ

（人）

・教育
・福祉
・刑事司法
・保健医療
などの関係機関と
連携することで、
地域の資源を活用
しつつ、児童生徒
への支援を実施し
ている。

（注）要対協＝要保護児童対策地域協議会



アウトプット 短期アウトカム 長期アウトカム

レビューシートにおける指標について

①ＳＣの小中学校への配置・対応率

82.9%
85.4%

92.7%
93.7%

95.5%
96.5% 97.5%98.3%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

②ＳＳＷの中学校区への配置・対応率

75.5%
78.1%

80.5%
82.5%

84.0%
85.6%

85.9%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

58 
75 

100 
115 

135 
148 

165 
187 

206 
231 

50

100

150

200

250

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

③ＳＣの相談件数（千件）

④ＳＳＷの支援対象となった児童生徒数（千人）

2,981

3,351
3,510 3,510

3,555
3,493

3,683

3,954 3,960

4,174

2,900

3,200

3,500

3,800

4,100

4,400

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

①②⑤⑥児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査より ／ ③④ 文部科学省調べ

児童生徒の状況等を踏まえた指標を設定することなどを含め、事業の効果的な実施に向けた指標の更なる改善について検討していく。

解消

76.1%

取組中

23.7%

全学校

⑤いじめ認知件数に占める、いじめの解消しているもの
の割合（％）

⑥不登校児童生徒に占める、学校内外の機関等で相
談・指導等を受けたものの割合（％）

8

61.7

38.3 学校内外の機関等
で相談・指導等を
受けた

学校内外の機関等
で相談・指導等を
受けていない



参考資料
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誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策 「COCOLOプラン」（概要）

10

※Comfortable, Customized and 
Optimized Locations of learning

不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにすることを目指し、以下の３つの柱を推進することにより、
誰一人取り残されない学びの保障を社会全体で実現するためのプランを、文部科学大臣の下、とりまとめ。

不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整える1
仮に不登校になったとしても、小・中・高等を通じて、学びたいと思った時に多様な学びにつながることができるよう、
個々のニーズに応じた受け皿を整備。
01 学びの多様化学校の設置促進
02 校内教育支援センター（スペシャルサポートルーム等）の設置促進
03 教育支援センターの機能強化
04 高等学校等における柔軟で質の高い学びの保障
05 多様な学びの場、居場所の確保

心の小さなSOSを見逃さず、「チーム学校」で支援する2
不登校になる前に、「チーム学校」による支援を実施するため1人1台端末を活用し、
小さなSOSに早期に気付くことができるようにするとともに、不登校の保護者も支援。
01 1人1台端末を活用し、心や体調の変化の早期発見を推進
02 「チーム学校」による早期支援
03 一人で悩みを抱え込まないよう保護者を支援

学校の風土と欠席日数には関連を示すデータあり。
学校の風土を「見える化」して、関係者が共通認識を持って取り組めるようにし学校を安心して学べる場所に。
01 学校の風土を「見える化」
02 学校で過ごす時間の中で最も長い「授業」を改善
03 いじめ等の問題行動に対する毅然とした対応の徹底
04 児童生徒が主体的に参画した校則等の見直しの推進
05 快適で温かみのある学校環境整備
06 学校を、障害や国籍言語等の違いに関わらず、共生社会を学ぶ場に

学校の風土の「見える化」を通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする3



不登校児童生徒の多様な学びの場の確保に向けた取組

11

不登校児童生徒が学びたいと思ったときに学ぶことができるよう、個々の状況に応じた多様な学びの場の確保に向けた取組を推進。

オンラインの活用
在籍校や教育支援センターの授業配信、オンラインカウンセリング等を自宅でうけることができる。
アウトリーチ支援
学校等とつながっていない不登校児童生徒に対して、NPO等との民間団体とも連携しつつ、教育支援センターが
主体となり訪問支援を行っている。

教育支援センター
各地域の教育委員会が開設しており、児童生徒一人一人に合わせた個別学習や相談などを行っている。
民間団体等
在籍校や教育委員会と連携しながら、学習や体験活動等に取り組んでいる。

学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校） ※令和５年８月31日に不登校特例校から名称を変更。
特別の教育課程を編成して教育を実施することができる学校。通常の学校より授業時数を少なくしたり、体験活動や
探究的な学習を充実させたりするなど、弾力的な教育課程の下、興味や関心に応じた柔軟な学びを行っている。

校内教育支援センター
学校には行けるけれど自分のクラスには入れない時や、少し気持ちを落ち着かせてリラックスしたい時に利用できる、
学校内の空き教室等を活用した部屋。
児童生徒のペースに合わせて学習のサポートを受けたり相談に乗ってもらったりすることができる。

 家から出ることができない児童生徒

 家から出ることができるが、学校に行くことができない児童生徒

 家から出ることができるが、在籍する学校に行くことができない児童生徒

 学校に行くことができるが、自分のクラスに入りづらい児童生徒



教職員による日頃の観察
1

教育相談コーディネーターを中心と
した教育相談体制の構築
①SC・SSW等との連絡調整
②教育相談に関する計画・立案
③児童生徒、保護者、教職員の

ニーズ把握 など

校長のリーダーシップによる
①校内体制への位置づけなどによる

役割の明確化
②教職員全体への理解促進 など

児童生徒・家庭の様子
（情報収集）

「一人一台端末等を活用した
心の健康観察」や

「スクリーニング」の実施など

支援・対応策の協議

SC による
①児童生徒等からの

相談対応
②学級や学校集団に

対する援助
③教職員等に対する

コンサルテーション な
ど

SSW による
①各アセスメント等への

働き掛け
⇒自治体、学校、地
域、関係機関

②児童生徒等からの相
談対応 など

ケース会議などの開催
アセスメント（見立て）や

プランニング（支援策の検討）
など

心理 福祉

児童生徒への
多方面からの支援

学校
刑事
司法

教育

福祉

保健
医療

課題の改善・解決

2

3

チーム学校としての情報共有や児童生徒の変化の把握 それぞれの専門的視点に基づき参画

SC・SSWと学校の関係

【関連条文】学校保健安全法
（保健指導）
第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又
は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の
心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅
滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、
必要に応じ、その保護者（学校教育法第十六条に規定する保護
者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。）に対して必
要な助言を行うものとする。

学校における教育相談の流れ（イメージ）
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2,981,313

3,351,086
3,510,247 3,510,280 3,554,915 3,493,330

3,683,317
3,954,247

3,960,430

4,173,783

2,900,000

3,200,000

3,500,000

3,800,000

4,100,000

4,400,000

H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

■ 児童生徒等による相談件数
※ 1回の相談内容が複数項目に該当する場合は、主となる項目1つをカウントし、同一の者が複数回相談した場合には、相談した回数を全てカウント。
※ 児童生徒だけでなく、保護者や教職員からの相談も含む。「その他」には相談内容の区別が不明なものを含む。
※ 平成28年度以降は、緊急スクールカウンセラー等活用事業分（岩手県、宮城県、福島県）を含む。

■ 相談件数（令和６年度）の内訳
件数（件）

① 不登校 965,233 23.1%
② いじめ、暴力行為、非行等の問題行動 106,057 2.5%
③ 友人、教職員等との関係による課題（②を除く） 474,572 11.4%
④ 児童虐待 45,786 1.1%
⑤ 性的な被害 8,446 0.2%
⑥ 貧困による課題 3,746 0.1%
⑦ ヤングケアラー 9,940 0.2%
⑧ 家庭環境（④～⑦を除く） 364,288 8.7%
⑨ 心身の健康・保健（②と④を除く。） 733,282 17.6%
⑩ 発達障害等 479,158 11.5%
⑪ 性的マイノリティ 7,768 0.2%
⑫ 学業・進路 289,537 6.9%
⑬ その他の内容 685,970 16.4%
合計 4,173,783

①

②

③

④
⑤ ⑥⑦

⑧⑨

⑩

⑪
⑫

⑬

（件）

※「スクールカウンセラー等活用事業」、「緊急スクールカウンセラー等活用事業」に係る調査より

スクールカウンセラーの相談件数の推移

13



■ 継続支援対象児童生徒への対応件数
※支援対象児童生徒のうち、その支援が単発ではなく、ある程度の継続性を持って支援した児童生徒の抱える課題ごとの件数
※令和５年度～は、緊急スクールカウンセラー等活用事業分を含む。

①

②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

■ 内容別対応件数（令和６年度）の内訳
件数（件）

①不登校 79,002 25.3%
②いじめ、暴力行為、非行等の問題行動 14,339 4.6%
③友人、教職員等との関係による課題（②を除く。） 18,826 6.0%
④児童虐待 19,828 6.4%
⑤性的な被害 830 0.3%
⑥貧困による課題 16,154 5.2%
⑦ヤングケアラー 6,248 2.0%
⑧家庭環境（④～⑦を除く。） 64,694 20.7%
⑨心身の健康・保健（②と④を除く。） 27,691 8.9%
⑩発達障害等 48,947 15.7%
⑪性的マイノリティ 793 0.3%
⑫その他 14,793 4.7%
合計 312,145 ※「緊急スクールカウンセラー等活用事業」、「スクールソーシャルワーカー活用事業」に係る調査より

スクールソーシャルワーカーの継続支援対象の内容別対応状況の推移

64,193
99,866

128,099 145,562
180,059 203,998

248,737
281,827

281,048
312,145

0

100,000

200,000

300,000

400,000

H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

（件）
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776 1,497 2,607 1,599 1,823 1,906 1,697 1,988 3,134 
5,694 

6,412 6,070 
7,967 

10,246 

11,695 
12,741 

13,041 
14,351 

14,259 
17,200 

17,525 

17,516 

17,592 

17,675 
17,714 

1,124 
2,634 

3,460 4,778 
5,969 7,047 7,692 

8,839 
8,452 

8,795 8,515 8,249 

8,120 

8,404 
8,451 

9,037 8,995 
9,040 8,905 

9,052 
9,009 

8,959 
8,928 

8,891 
8,873 

350 

275 
505 564 

693 
594 769 

633 
677 

927 1,001 1,031 

1,390 

1,454 
1,623 

2,022 2,140 
2,419 2,398 

2,482 
2,587 

2,533 
2,590 2,720 

3,112 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

小学校
中学校
義務教育学校
高等学校
中等教育学校
特別支援学校
その他（教育委員会、教育支援センター等）

※Ｈ１２まで調査研究事業（委託事業）、Ｈ１３から補助事業。
※Ｈ２１から、拠点校を定めず巡回して複数の学校を併せて担当する場合における巡回対象となる学校（巡回校）、必要に応じて派遣される学校（派遣校）の形態も可能としている。
※Ｈ２１～Ｈ２４は、学校・家庭・地域の連携協力推進事業の一部として実施。 ※Ｈ２３～Ｈ２６は緊急スクールカウンセラー等派遣事業の活用による配置を含んでいない。
※Ｈ２７は緊急スクールカウンセラー等派遣事業分（岩手県、宮城県、福島県、仙台市）を含む。
※Ｈ２８～は、緊急スクールカウンセラー等活用事業の活用による配置を含む。
※スクールカウンセラーの人数は、準ずる者も含む。

その他（教育委員会、
教育支援センター等） 124

特別支援学校 640
中等教育学校 33
義務教育学校 221

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6
予算額

(百万円)
8,561
の内数 3,892 4,113 4,024 4,527 4,559 4,569 4,738 4,866 5,278 5,581 5,889 6,085

SC実人数
（人） 6,263 7,065 7,344 8,129 8,471 8,782 8,995 9,210 9,539 9,948 10,255 10,678 11,158

対応学校等数
（校） 17,621 20,310 22,013 24,254 24,661 26,337 26,160 29,410 29,939 29,927 30,090 30,190 30,717

（対応校数）

スクールカウンセラーの配置状況について
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3,825 4,652 5,156
6,526 7,659

8,955 9,976 10,539 10,936 12,021 12,154 12,311 12,400
2,342

2,868
3,202

4,038

4,643

5,070

5,501

5,598
5,734

6,283
6,387 6,423 6,583

140

310

248 389

725

1120

1291
217

1,369 1,337

1,483
1,670 1,701 2,058

0

5,000

10,000

15,000

20,000

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

教育支援センター等

特別支援学校

中等教育学校

高等学校

義務教育学校

中学校

小学校

（対応校数）

○ 平成21年度～平成24年度は、学校・家庭・地域の連携協力推進事業の一部として実施。
○ 平成25年度から、いじめ対策等総合推進事業の１メニューとして実施。
○ 令和２年度～令和４年度は、小学校には義務教育学校前期課程，中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程，高等学校には中等教育学校後期課程を含む。
○ 令和５年度～は、緊急スクールカウンセラー等活用事業の活用による配置を含む。

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

予算額
(百万円)

8,516
（内数） 355 394 647 972 1,258 1,484 1,722 1,806 1,938 2,132 2,313 2,355

SSW実人数
（人） 784 1,008 1,186 1,399 1,780 2,041 2,377 2,659 2,859 3,091 3,241 3,747 4,023

対応学校数
（校） 6,507 7,815 8,805 11,392 13,573 15,485 17,050 17,763 18,286 20,079 20,508 21,180 21,780

教育支援センター等 308
特別支援学校 304
中等教育学校 14
義務教育学校 119

スクールソーシャルワーカーの配置状況について
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